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令和４年６月１０日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

令和３年(ワ)第１５５３５号 発信者情報開示請求事件 

口頭弁論終結日 令和４年４月２２日 

              判       決 

      原 告    Ｘ 5 

      同訴訟代理人弁護士    川 上 大 雅 

                     矢 嶋 史 音 

      被 告    ＧＭＯインターネット株式会社 

      同訴訟代理人弁護士    川 﨑 友 紀 

                     八 木 優 大 10 

                     松 井 将 征 

              主       文 

   １ 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録２記載の発信者情報を開

示せよ。 

   ２ 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 15 

   ３ 訴訟費用は被告の負担とする。 

              事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

   被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録１記載の発信者情報を開示せ

よ。 20 

第２ 事案の概要 

 １ 本件は、原告が、電気通信事業等を目的とする被告に対し、氏名不詳者らは

別紙ウェブページ目録記載Ｂ１、Ｂ２、Ｃ１、Ｃ２、Ｄ１、Ｄ２、Ｅ、Ｈ及び

Ｉ記載の各ＵＲＬで特定されるウェブページ（以下「本件ウェブページＢ１」、

「本件ウェブページＢ２」などといい、これらを併せて「本件各ウェブページ」25 

という。）に別紙写真目録記載１及び２の各写真（以下「原告写真１」、「原
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告写真２」といい、これらを併せて「原告各写真」という。）に基づいて作成

した写真画像を掲載し、これにより原告各写真に係る原告の著作権（翻案権及

び公衆送信権）及び著作者人格権（氏名表示権及び同一性保持権）が侵害され

たことが明らかであり、上記氏名不詳者らに対する不法行為に基づく損害賠償

請求権等の行使のため、被告が保有する別紙発信者情報目録１記載の発信者情5 

報の開示を受けるべき正当な理由があると主張して、特定電気通信役務提供者

の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（以下「プロバイダ

責任制限法」という。）４条１項に基づき、上記発信者情報の開示を求める事

案である。 

 ２ 前提事実（当事者間に争いのない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨によ10 

り容易に認められる事実） 

  (1) 当事者 

   ア 原告は、プロのカメラマンであり、撮影した写真の販売等を行う者であ

る（弁論の全趣旨）。 

   イ 被告は、電気通信事業等を目的とする会社である。 15 

  (2) 原告各写真 

    原告は、平成２２年１２月１３日に原告写真１を、同年３月１８日に原告

写真２を、それぞれ撮影した（甲１、２）。 

    原告各写真は、「写真の著作物」（著作権法１０条１項８号）に該当する。 

  (3) 本件各ウェブページ 20 

   ア 氏名不詳者は、本件ウェブページＢ１に、原告写真１に基づいて作成さ

れた写真画像を掲載した（甲４）。 

   イ 氏名不詳者は、本件ウェブページＢ２に、原告写真１に基づいて作成さ

れた写真画像を掲載した（甲４）。 

   ウ 氏名不詳者は、本件ウェブページＣ１に、原告写真２に基づいて作成さ25 

れた写真画像を掲載した（甲５）。 
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   エ 氏名不詳者は、本件ウェブページＣ２に、原告写真２に基づいて作成さ

れた写真画像を掲載した（甲５）。 

   オ 氏名不詳者は、本件ウェブページＤ１に、原告写真１に基づいて作成さ

れた写真画像を掲載した（甲６）。 

   カ 氏名不詳者は、本件ウェブページＤ２に、原告写真１に基づいて作成さ5 

れた写真画像を掲載した（甲６）。 

   キ 氏名不詳者は、本件ウェブページＥに、原告写真１に基づいて作成され

た写真画像を掲載した（甲９）。 

   ク 氏名不詳者は、本件ウェブページＨに、原告写真１に基づいて作成され

た写真画像を掲載した（甲１２）。 10 

   ケ 氏名不詳者は、本件ウェブページＩに、原告写真１に基づいて作成され

た写真画像を掲載した（甲１３）。 

  (4) 開示関係役務提供者 

    被告は、本件ウェブページＣ１及びＣ２についての「開示関係役務提供者」

（プロバイダ責任制限法４条１項）であり、これらのウェブページを開設す15 

る者に関する情報（別紙発信者情報目録２記載の発信者情報）を保有してい

る。 

(5) ウェブページ閲覧の手順等 

ア インターネットの利用者がＵＲＬで特定されるウェブページを閲覧する

手順は、次のとおりである（乙９、１１、弁論の全趣旨）。 20 

まず、利用者の利用端末から、同利用者の契約するインターネットサー

ビスプロバイダが提供するキャッシュＤＮＳ（ドメインネームシステム）

サーバー（利用者の端末に代わり一連のＩＰアドレスの問合せを行うサー

バー）にアクセスし、上記ＵＲＬに含まれるドメイン名のＩＰアドレスを

問い合わせる。 25 

上記キャッシュＤＮＳサーバーは、各種ＤＮＳサーバーに順次問合せを
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行い、最終的に該当するＤＮＳサーバーから上記ドメイン名に紐付けられ

たＩＰアドレスの情報を得て、これを上記利用端末に回答する（ドメイン

名に対応するＩＰアドレスを見つけることを「名前解決」という。）。 

その後、上記利用端末は、上記ＩＰアドレスにより、上記ウェブページ

のデータが保存されるホスティングサーバーにアクセスして、同ウェブペ5 

ージのデータを送信するよう要求し、同ホスティングサーバーは、同利用

端末に対して同データを送信する。 

これにより、上記利用者は、上記利用端末が受信した上記データをモニ

ターに表示することにより、上記ＵＲＬで特定されるウェブページを閲覧

することができる。 10 

イ 前記アのドメイン名とは、レジストリ（「．ｊｐ」、「．ｃоｍ」等の

トップレベルドメインごとに存在する登録管理組織）によって管理される

文字列である。ドメイン名を登録するためには、レジストラ（レジストリ

から認定を受けて契約を締結した事業者）又はリセラー（レジストラと契

約を締結し、レジストラを介してドメイン名の登録サービスを提供する事15 

業者。以下、レジストラと併せて「レジストラ等」という。）を介して、

ドメイン名の登録に関する申請を行う必要がある。（乙８、弁論の全趣旨） 

ウ 前記アのＩＰアドレスとは、ウェブページのデータが保存されたホステ

ィングサーバー等のネットワークに接続された機器を識別するための番号

であり、ＤＮＳサーバーは、ドメイン名とＩＰアドレスとの紐付け情報を20 

提供するものである。これらのドメイン名とＩＰアドレスを紐付けるため

には、ドメイン名を取得した者が、ホスティングサーバー等にドメイン名

を追加し、ドメイン名にＤＮＳサーバーに関する情報を入力する必要があ

る。（乙１２ないし１７、弁論の全趣旨） 

３ 争点 25 

  (1) 開示関係役務提供者該当性（争点１） 
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  (2) 権利侵害の明白性（争点２） 

  (3) 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由（争点３） 

 ４ 争点に関する当事者の主張 

  (1) 争点１（開示関係役務提供者該当性）について 

   （原告の主張） 5 

   ア 総務省の解説において、「特定電気通信役務提供者」とは「特定電気通

信設備を用いて電気通信役務を提供する者」と定義されており、特段、レ

ジストラ等やＤＮＳサーバー管理者は排除されていない。また、同解説で

は、「本法律においては」「特定電気通信設備を用いて電気通信役務を提

供しているすべての者を対象者とすること」と説明されている。 10 

     確かに、レジストラ等やＤＮＳサーバーは、ドメイン名の登録に関する

役割を担うにすぎないものや、名前解決によってドメイン名とＩＰアドレ

スとの紐付け情報を提供するにすぎないものであり、ホスティングサーバ

ーにアクセスするために利用されてはいるものの、不可欠な存在ではない。

しかし、ドメイン名を取得すること及び名前解決によりホスティングサー15 

バーにアクセスしてコンテンツ情報の送受信を行うことがいずれも通常の

通信形態である以上、名前解決のための通信とコンテンツ情報の送受信の

ための通信が別個のものであり、それらが必ず同時に行われるものではな

いとしても、「他人の通信を媒介」（プロバイダ責任制限法２条３号）し

たといえる。 20 

     また、コンテンツプロバイダが投稿者の情報を必ず保有しているとは限

らない上、本件各ウェブページが簡易な登録で作成することができるウェ

ブサイト内のものであることからすると、その登録時に、投稿者の情報は

厳格には要求されず、コンテンツプロバイダが同情報を保有していない可

能性が高い。さらに、経由プロバイダが保有する投稿者を特定するために25 

必要なアクセスログは、通常、３か月から半年ほどで消去されてしまうた
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め、これらの期間を経過すると権利の救済を図ることができない。このよ

うなことからすると、レジストラ等やＤＮＳサーバー管理者に対する発信

者情報開示請求を認める必要性は高い。 

     以上によれば、レジストラ等やＤＮＳサーバー管理者も、「開示関係役

務提供者」に該当するというべきである。 5 

   イ 被告は、本件各ウェブページについてのホスティングサーバー管理者、

レジストラ等又はＤＮＳサーバー管理者であるから、「開示関係役務提供

者」に該当する。 

   （被告の主張） 

   ア ウェブサイトの閲覧を含むインターネットサービスは、リクエストとレ10 

スポンスの連続によって成立する。そして、「特定電気通信」とは、「不

特定の者によって受信されることを目的とする電気通信」（プロバイダ責

任制限法２条１号）とされるところ、不特定多数のクライアント（例えば、

ウェブサイトの閲覧者）サイドによって受信されることを目的とするサー

バー（リクエストに対していつでもレスポンスを返すように設定されたコ15 

ンピューター）サイドのレスポンスが「特定電気通信」に該当するから、

「特定電気通信設備」（同条２号）とは、レスポンスの用に供されるホス

ティングサーバーを、「特定電気通信役務提供者」（同条３号）とは、ホ

スティングサーバーを顧客に提供しているレンタルサーバー事業者を、そ

れぞれ意味することは明らかである。 20 

     これに対し、レジストラ等は、ドメイン名の登録に係る業務を行う事業

者であり、「特定電気通信」に関与するものではないから、「特定電気通

信役務提供者」に該当すると解する余地はない。 

     また、ＤＮＳサーバーは、名前解決の一部として、登録されているレコ

ード（ドメイン名とそれに対応するＩＰアドレス）を回答するだけであり、25 

侵害情報のコンテンツ通信（ウェブページのデータを送受信すること）を
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するものではないし、発信者によるホスティングサーバーへの侵害情報の

送信を媒介するものでもないから、ＤＮＳサーバー管理者も「特定電気通

信役務提供者」に該当しない。 

   イ 被告は、本件ウェブページＣ1 及びＣ２については、ホスティングサーバ

ー管理者であるから「開示関係役務提供者」に該当するが、本件ウェブペ5 

ージＢ１、Ｂ２、Ｄ１、Ｄ２、Ｅ、Ｈ及びＩについては、ホスティングサ

ーバー管理者でもＤＮＳサーバー管理者でもなく、レジストラ等にすぎな

いから、「開示関係役務提供者」に該当しない。 

  (2) 争点２（権利侵害の明白性）について 

   （原告の主張） 10 

    他人の著作物を利用するためには、その著作権者の許諾を得ることが必要

であり、他人の著作物を利用する者は、当該著作物に係る著作権の帰属等を

調査し、確認する義務を負うところ、氏名不詳者らは、これを怠り、本件各

ウェブページに漫然と原告各写真に基づいて作成した画像を掲載した。 

    したがって、氏名不詳者らによる上記行為が原告各写真に係る原告の著作15 

権（翻案権及び公衆送信権）及び著作者人格権（氏名表示権及び同一性保持

権）を侵害することは明白である。 

   （被告の主張） 

    否認ないし争う。 

  (3) 争点３（発信者情報の開示を受けるべき正当な理由）について 20 

   （原告の主張） 

    原告は、本件各ウェブページに原告各写真を掲載した氏名不詳者らに対し

て不法行為に基づく損害賠償等を請求する予定であるが、この権利を行使す

るためには、被告が保有する別紙発信者情報目録１記載の発信者情報の開示

を受ける必要がある。 25 

   （被告の主張） 
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    原告が氏名不詳者らに対して不法行為に基づく損害賠償等を請求する予定

であることは不知。 

    また、原告は、本件ウェブページＢ１、Ｂ２、Ｄ１、Ｄ２、Ｅ、Ｈ及びＩ

についてのホスティングサーバーの管理者に対して発信者情報の開示を請求

すればよいから、被告がこれを開示する必要はない。 5 

第３ 当裁判所の判断 

 １ 争点１（開示関係役務提供者該当性）について 

  (1) 本件ウェブページＣ１及びＣ２について 

    前記前提事実(4)のとおり、被告は、本件ウェブページＣ１及びＣ２につい

ての「開示関係役務提供者」に該当する。 10 

  (2)  本件ウェブページＢ１、Ｂ２、Ｄ１、Ｄ２、Ｅ、Ｈ及びＩについて 

   ア レジストラ等であることに基づく開示関係役務提供者該当性 

    (ｱ) 証拠（甲４、６、８、９、１２、１３）及び弁論の全趣旨によれば、

被告は、本件ウェブページＢ１、Ｂ２、Ｄ１、Ｄ２、Ｅ、Ｈ及びＩにつ

いてのレジストラ等であると認められる。 15 

      しかし、前記前提事実(5)のとおり、レジストラ等は、レジストリに対

してドメイン名の登録に関する申請をする仲介を行うにすぎず、不特定

の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信の用に供され

る電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する者でも、その他このよう

な電気通信設備を他人の通信の用に供する者でもないから、「特定電気20 

通信役務提供者」に該当しない。 

      したがって、被告が本件ウェブページＢ１、Ｂ２、Ｄ１、Ｄ２、Ｅ、

Ｈ及びＩについての「開示関係役務提供者」に該当するとは認められな

い。 

    (ｲ) これに対して、原告は、① レジストラ等を利用することによってドメ25 

イン名を取得し、名前解決によりホスティングサーバーにアクセスして
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コンテンツ情報の送受信を行うのが通常であることからすると、「他人

の通信を媒介」（プロバイダ責任制限法２条３号）したというべきであ

る、② コンテンツプロバイダや経由プロバイダに対して発信者情報開示

請求をしても、権利の救済を図ることができず、レジストラ等に対する

開示請求を認める必要性があると主張する。 5 

      しかし、前記前提事実(5)のとおり、レジストラ等は、レジストリに対

してドメイン名の登録に関する申請をする仲介を行うにすぎない者であ

るから、「特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し」ておらず、

「特定電気通信設備を他人の通信の用に供」していないことは明らかで

ある。また、コンテンツプロバイダ等に対する発信者情報開示請求が奏10 

功しない可能性があるとしても、これをもって、レジストラ等が「特定

電気通信役務提供者」に該当すると解するのは困難である。 

      したがって、原告の上記各主張はいずれも採用することができない。 

   イ その他の理由に基づく開示関係役務提供者該当性 

     被告が、本件ウェブページＢ１、Ｂ２、Ｄ１、Ｄ２、Ｅ及びＩについて15 

のホスティングサーバー管理者又はＤＮＳサーバー管理者であることを認

めるに足りる証拠はなく、他に、被告がこれらのウェブページについての

「開示関係役務提供者」であることを認めるに足りる証拠もない。 

     また、本件ウェブページＨのホスティングサーバー管理者について、管

理者検索結果画面（甲１７の２）の「Ｈｏｓｔｉｎｇ ｃｏｍｐａｎｙ」20 

欄に被告の名称が記載されているものの、「Ｎｅｔｂｌｏｃｋ Ｏｗｎｅ

ｒ」欄にはＧＭＯペパボ株式会社の名称が記載されており、被告がホステ

ィングサーバー管理者であることを認める本件ウェブページＣ１の管理者

検索結果画面（甲１７の１）の「Ｎｅｔｂｌｏｃｋ Ｏｗｎｅｒ」欄には

被告の名称が記載されていることからすると、上記管理者検索結果画面25 

（甲１７の２）の記載をもって被告が本件ウェブページＨのホスティング
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サーバー管理者であると認めることはできない。そして、他に、被告が本

件ウェブページＨについての「開示関係役務提供者」であることを認める

に足りる証拠はない。 

     したがって、被告が、本件ウェブページＢ１、Ｂ２、Ｄ１、Ｄ２、Ｅ、

Ｈ及びＩについての「開示関係役務提供者」であるとは認められない。 5 

 ２ 争点２（権利侵害の明白性）について 

   前記前提事実(2)によれば、原告は原告写真２に係る著作権を有するところ、

同(3)ウ及びエのとおり、氏名不詳者らは、本件ウェブページＣ１及びＣ２に原

告が著作権を有する原告写真２に基づいて作成された写真画像を掲載したもの

であり、証拠（甲５）及び弁論の全趣旨によれば、上記氏名不詳者らは、不特10 

定又は多数の者によって本件ウェブページＣ１及びＣ２に掲載された上記写真

画像が閲覧されることを目的として電気通信の送信を行ったと認められる。 

   そして、上記の行為について、違法性阻却事由は存在しないと認められる。 

   したがって、少なくとも原告写真２に係る原告の公衆送信権が侵害されたこ

とは明らかである（プロバイダ責任制限法４条１項１号）。 15 

 ３ 争点３（発信者情報の開示を受けるべき正当な理由）について 

   弁論の全趣旨によれば、原告は、本件ウェブページＣ１及びＣ２に原告写真

２を掲載した氏名不詳者らに対し、不法行為に基づく損害賠償等を請求する予

定であり、そのためには、被告が保有する別紙発信者情報目録２記載の発信者

情報の開示を受ける必要があると認められる。 20 

   したがって、原告には、上記発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があ

る（プロバイダ責任制限法４条１項２号）。 

第４ 結論 

   したがって、原告の請求のうち、本件ウェブページＣ１及びＣ２に係る発信

者情報の開示を求める部分は理由があるからこれを認容し、その余はいずれも25 

理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。 



11  

     東京地方裁判所民事第２９部 

 

 

         裁判長裁判官 

                                    5 

               國  分  隆  文 

 

 

            裁判官 

                                    10 

                    小  川     暁 

 

 

            裁判官 

                                    15 

                    バ ヒ ス バ ラ ン 薫  
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（別紙） 

発信者情報目録１ 

 １ 別紙ウェブページ目録記載の各ウェブページにおける本件各写真（これを加

工したものを含む。）に係る情報の発信者らの氏名又は名称 

 ２ 前項の発信者らの住所 

 ３ 第１項の発信者らの電子メールアドレス 

以 上 

  



13  

（別紙） 

発信者情報目録２ 

 １ 別紙ウェブページ目録記載Ｃ１及びＣ２の各ウェブページに係る情報の発信

者の氏名又は名称 

 ２ 前項の発信者の住所 

 ３ 第１項の発信者の電子メールアドレス 

以 上 
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（別紙） 

ウェブページ目録 

Ａ （欠番） 

Ｂ サイト名：ぐら速声優まとめブログ 

  Ｂ１ （ＵＲＬは省略） 

  Ｂ２ （ＵＲＬは省略） 

Ｃ サイト名：Ｌｉｖｅ ｆｏｒ Ｔｏｄａｙ（現在は「ホットにゅうす」） 

  Ｃ１ （ＵＲＬは省略） 

  Ｃ２ （ＵＲＬは省略） 

Ｄ サイト名：ノンジャンル情報マガジン（現在は「トレンドライフ」） 

  Ⅾ１ （ＵＲＬは省略） 

  Ｄ２ （ＵＲＬは省略） 

Ｅ サイト名：ｂｅｅくろ．こむ（現在は閉鎖） 

  （ＵＲＬは省略） 

Ｆ （欠番） 

Ｇ （欠番） 

Ｈ サイト名：オトコイ（現在は閉鎖） 

  （ＵＲＬは省略） 

Ｉ サイト名：ＮＥＷＳまとめもりー 

  （ＵＲＬは省略） 

Ｊ （欠番） 

以 上 
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（別紙） 

写真目録 

 １ （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 


